
徳島県生活困窮者支援活動経費助成事業費補助金交付要綱 
 
 （補助金の交付） 

第１条 知事は、長期化する物価高騰等により、生活に困窮する方々の多様な支援ニ

ーズに対応するため、民間支援団体が行う新たな取組に要する経費に対し、予算の

範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、徳島県補助金交付規則

（昭和５８年徳島県規則第５３号。以下「規則」という。）及び生活困窮者就労準

備支援事業費等補助金交付要綱（令和７年９月２９日厚生労働省発社援０９２９第

３号厚生労働事務次官通知）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 
 

 （交付の対象） 
第２条 この補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、民間

支援団体が行う新たな取組となる生活困窮者支援事業であり、徳島県が設置する生

活困窮者自立支援プラットフォームにおいて、認められた事業とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは対象外とする。 
  (１) 営利を目的としている事業 

     (２) 国、県又は地方公共団体その他の団体等から助成（生活困窮者支 援に係る  
助成金に関わらずあらゆる種類の助成金・補助金等）を受けている事業。ただし、 
既に助成等を受けている事業であっても、本事業による費用助成により追加的に

事業を実施する場合であって、既に受けている助成等と本事業による費用助成を

経理区分して実施する場合に限り、当該追加的な事業について本事業による費用

助成の対象とする。 
   (３) 自立相談支援機関等から委託を受けている事業 
   (４) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした事業 
   (５) 公序良俗に反する等、補助対象として適当でないと認められる活      動 
 
 （交付額の算定方法） 

第３条 この補助金は、前条第１項に規定する事業を行う民間支援団体（以下「民間支援団体」

という。）に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、別表第４欄に掲げる経費の

額（同表第３欄に定める額を限度とする。）と総事業費から寄付金その他収入額を控除した額

を比較して少ない額に同表第５欄に定める率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じ

た場合はこれを切り捨てるものとする。）以内の額を交付額とする。 
  
 （補助金交付申請書等） 

第４条 規則第３条の補助金交付申請書は、様式第１号による。 
２ 規則第３条の知事が定める書類は、次に掲げるとおりとする。 
 （１）補助金所要額調書（別紙１） 
 （２）事業計画書（別紙２） 
 （３）その他知事が必要と認める関係書類 
３ 規則第３条の期日は、知事が別に定める。 
４ 民間支援団体が、第１項の補助金の交付申請をするときには、当該補助金に係る

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地

方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入



れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補

助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を補助対

象経費 から減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費

税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 
  
 （補助金の交付の条件） 
第５条 規則第５条第１項各号に掲げる事項、規則第１５条の２に規定する事項及び次

の各号に掲げる事項は、補助金の交付の決定の条件となる。 
 （１）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らな

ければならないこと。 
 （２）補助事業に係る間接補助金の交付の決定をする場合においては、補助金の交

付の決定に付された条件並びに規則第１６条及び第１７条に定める事項と同一

の条件を付すること。 
 （３）知事の承認を受けて、単価３０万円以上の財産を処分等する場合には、補助

金の全部又は一部を県に返還させることがあること。 
 
 （軽微な変更） 
第６条 規則第５条第１項第１号の知事が定める軽微な変更は、別表の事業区分ごと

の対象経費欄に定める対象経費相互間において、それぞれ経費の配分額２０％の範

囲内での変更とする。 
２ 規則第５条第１項第２号の知事が定める軽微な変更は、補助金額に変更のないも

ので、補助事業の目的を損なわない計画の細部の変更とする。 
  
 （変更の承認の申請等） 
第７条 規則第５条第１項第１号から第３号までの規定による知事の承認を受けよ

うとする者は、補助事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式 第２号）を知事に

提出しなければならない。 
２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 
 （１）補助金変更所要額調書（別紙３） 
 （２）変更事業計画書（別紙４） 
 （３）その他知事が必要と認める書類 
３ 規則第５条第１項第４号の規定による知事への報告をしようとする者は、その理

由及び補助事業の遂行の状況を記載した書類を知事に提出しなければならない。 
 
 （実績報告書等） 
第８条 規則第１１条の実績報告書は、様式第３号による。 
２ 規則第１１条の知事の定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 
 （１）補助金精算書（別紙５） 
 （２）事業報告書（別紙６） 
 （３）その他知事が必要と認める関係書類 
３ 規則第１１条の規定による実績報告は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認



を受けた日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年

度の３月３１日のいずれか早い期日までにしなければならない。 
 
 （補助金の請求） 
第９条 規則第１２条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金請求書（様式

第４号）に当該通知に係る通知書の写しを添えて知事に補助金の請求をしなければ

ならない。 
 
 （補助金の支払） 
第１０条 知事は、前条の規定による補助金請求書を受理した後に、補助金を支払う

ものとする。 
 
 （補助金の概算払） 
第１１条 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、

補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。 
２ 補助事業者は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、補助

金請求書を知事に提出しなければならない。 
 
 （補助金の返還） 
第１２条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助

金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第５号）により速やかに知事に報告しな

ければならない。 
２ 知事は、前項の報告があった場合で、補助金返還に該当する場合は、当該消費税

等仕入控除税額相当額の補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。 
 
 （書類の保管等）  
第１３条 規則第１６条の補助金調書は、様式第６号による。 
２ 規則第１６条の帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助事業の完了の日又は廃止

の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して５年間とする。 
 
 
   附 則 
 この要綱は、令和４年１２月２２日から施行する。 
 
      附 則 
 この要綱は、令和５年７月２８日から施行する。 
 
      附 則 
 この要綱は、令和６年６月１０日から施行する。 
 
      附 則 
 この要綱は、令和７年９月２９日から施行する。 



別表 
 

１ 区 分 
 

２ 種 目 
 

３ 基 準 額 
 

４ 対 象 経 費 
 

５ 補助率 
 

 
生活困窮者自立

支援の機能強化

事業（支援ニーズ

の増大に対応し

た地域の特定非

営利活動法人等

に対する活動支

援） 
 
 

 
生活困窮者支援活

動経費助成事業 
 
 
 
 
 
 

 
知事が必要と

認めた額 
 
 
 
 
 
 
 

  
 生活困窮者就労準備支援事業費

等補助金交付要綱（令和７年９月

２９日厚生労働省発社援０９２９

第３号厚生労働事務次官通知）別

表第４欄に定める対象経費 
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